
 

福山市日本語学習支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、中小企業者等が雇用する外国人材に行う日本語学習に係る経費に対して交付する

福山市日本語学習支援事業補助金（以下「補助金」という。）について、福山市補助金交付規則（昭

和４１年規則１７号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

(1) 中小企業者等とは、次の者をいう。  

ア 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に掲げる者及び

中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第１項第２号の規定に該当する者をい

う。ただし、日本標準産業分類に規定される農業・林業・漁業は除く。 

イ 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法 （平成１０年法律第７号）に規定する特定非営 

利活動法人に該当する者をいう。 

ウ 公益法人等 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）に規 

定する一般社団法人及び一般財団法人、並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律（平成１８年法律第４９号）に規定する公益社団法人及び公益財団法人に該当する者をい

う。 

エ 医療法人 医療法（昭和２３年法律２０５号）に規定する医療法人に該当する者をいう。 

オ 社会福祉法人 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に規定する社会福祉法人に該当する者

をいう。 

カ 協同組合等 法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第７号及び同法別表第３に規定する

協同組合等に該当する者をいう。 

キ 保育所・幼稚園・認定こども園等運営事業者 第１号アからカまでのもの及び私立学校法（昭

和２４年法律第２７０号）に規定する学校法人、宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）に規

定する宗教法人のうち、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する保育所、学校教育

法（昭和２２年法律第２６号）に規定する幼稚園、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）に規定する認定こども園、子ども・子

育て支援法（平成２４年法律第６５号）に規定する地域型保育事業又は子ども・子育て支援法第

７条第１０項第４号から第８号までに規定する子ども・子育て支援施設等に該当する者をいう。 

(2) 「大企業」とは、「中小企業者等」以外の者で、事業を営む者をいう。 

(3) 「みなし大企業」とは、次の者をいう。 

ア 発行済株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企

業者 

 イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者 

  ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者 



 

(4) 「外国人材」とは、技能実習、特定技能、若しくは技術・人文知識・国際業務等の就労可能な在

留資格を保有する外国人をいう。 

(5) 「事業所等」とは、本社、支社、営業所、工場など、事業活動が行われている場所をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる条件を全て満たす中小企業者等とする。ただし、み

なし大企業は除く。 

(1) 福山市内に本社又は事業所を有すること。 

(2) 代表者及び従業員等が、次のいずれにも該当しないこと。 

ア 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員をいう。）であること。 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をい

う。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること。 

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法律第１２２号)第２条第４項及

び第５項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営

業を行う事業者でないこと。 

(4) 補助金の交付申請書の提出日又は補助金の実績報告書提出日の時点で倒産(雇用保険法施行規則

（昭和５０年労働省令第３号)第３５条第１項第１号に規定する倒産をいう。）している事業主

（再生手続開始の申立て（民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条に規定する再生手続

開始の申立てをいう。）又は更生手続開始の申立て（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第

１７条に規定する更生手続開始の申立てをいう。）を行った事業主であって、事業活動を継続する

見込みがある者を除く。）でないこと。 

(5) 福山市に納付すべき市税の滞納がなく、市税の納付状況を調査されることについて同意するこ

と。 

(6) 福山市の「グリーンな企業チャレンジ宣言」を申請し、申請状況について調査されることについ

て同意すること。 

(7) 福山市内に所在する事業所等において、外国人材を雇用していること。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件を全て満たす事業とする。 

(1) 福山市内に所在する事業所等に常時勤務する外国人材に対して行うものであること。 

(2) 受講者の語学レベルに応じたカリキュラムが提供されること。 

(3) 補助事業者が受講者から費用を徴収しない事業であること。 

(4) 入国後講習（外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則（平成

２８年法務省・厚生労働省令第３号）第１条第７号に規定する入国後講習をいう。）ではないこ



 

と。 

(5) 本補助対象事業が、国、県、市町及び各種産業支援機関が実施する他の制度（補助金等）の対象

事業となっていないこと。ただし、福山商工会議所、福山北商工会、神辺町商工会、福山あしな商

工会及び沼隈内海商工会が実施する日本語学習支援事業は併用できるものとする。 

（補助対象経費）  

第５条 補助の対象とする経費（以下「補助対象経費」という。）は、次に掲げる経費とする。ただ

し、経費に係る消費税及び地方消費税額は補助対象経費から除く。  

 (1) 自社での社内研修や施設を借り上げて講習会を開催する際等の、講師招聘に係る経費（謝金及び

旅費交通費）、教材費、施設使用料（会場使用料、通信費等）（講師が補助事業実施者と雇用関係

にない場合に限るものとする。） 

 (2) 専門事業者に委託して実施する際の委託料 

 (3) その他、市長が補助対象として適当であると認めるもの 

２ 複数の企業が共同して補助対象事業を実施する場合においても、補助対象経費は、補助金の交付を

申請しようとする者（以下「申請者」という。）に係る部分に限るものとする。 

（補助対象期間）  

第６条 補助の対象とする期間（以下「補助対象期間」という。）は、２０２６年（令和８年）４月１

日から２０２７年（令和９年）２月１５日までとする。 

（補助金額）  

第７条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の４分の１以内（千円未満は切り捨てと

する。）とし、上限を５万円とする。 

（交付の申請） 

第８条 申請者は、市長が別途定める期間内において、次に掲げる書類を市長に提出しなければならな

い。 

 (1) 補助金交付申請書（様式第１号） 

 (2) 事業計画書（様式第２号） 

(3) 誓約書兼同意書（様式第３号） 

 (4) 収支予算書（様式第４号） 

 (5) 収支予算書に計上した経費に関する見積書の写し 

 (6) 事業の開始日、主たる事業所等の所在地及び事業内容を確認できる書類（法人登記履歴事項全部

証明書、個人の営む事業の開業届等）の写し 

 (7) その他市長が必要とする書類 

（補助金の交付回数） 

第９条 同一企業に対する本補助金の交付は、同一年度につき１回を限度とする。 



 

（審査） 

第１０条 市長は、第８条の規定による申請があったときは、書面による審査を行うものとする。 

２ 申請内容について、資料の追加等が必要と判断した場合は、申請者に資料の追加等を求めることが

できるものとする。 

（補助金の交付決定等） 

第１１条 市長は、審査の結果を踏まえ、申請者に対する補助金の交付又は不交付を決定する。 

２ 市長は、交付又は不交付の決定に基づき、交付の場合は補助金交付決定通知書（様式第５号）によ

り、不交付の場合は補助金不交付決定通知書（様式第６号）により申請者に通知するものとする。 

３ 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（事業計画変更等の申請） 

第１２条 補助金の交付決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業計画変更・

取下承認申請書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。ただし、事業内容の変更がなく、

かつ補助対象経費を２０パーセント以内で増減する場合は、この限りでない。 

(1) 実施事業の根幹にかかる内容の変更があるとき。なお、実施事業の根幹にかかる内容とは次に掲

げる項目とする。 

ア 事業を行う場所や開催方法（対面・オンラインの別） 

イ 事業のカリキュラム（補助目的に変更を及ぼさない細部の変更を除く。） 

(2) 実施事業を休止、又は廃止するとき。 

２ 計画の変更により補助対象経費が減額となった場合、市長は既に決定した補助金の額を減額するこ

とができる。 

３ 計画の変更により補助対象事業費が増額となった場合は、当初決定額を上限とする。  

４ 市長は、承認又は不承認の決定に基づき、承認の場合は事業計画変更・取下承認通知書（様式第８

号）により、不承認の場合は事業計画変更・取下不承認通知書（様式第９号）により通知するものと

する。 

（状況報告） 

第１３条 市長は、補助事業者に対し、随時補助事業の遂行状況の報告を求めることができるものとす

る。 

（実施報告書の提出） 

第１４条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業終了後、３０日以内又は２月末日のいずれか

早い日までに次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

 (1) 事業実施報告書（様式第１０号） 

 (2) 収支決算書（様式第１１号） 

 (3) 領収書等の写し 



 

(4) 事業状況報告書（様式第１２号） 

(5) その他市長が必要とする書類 

２ 市長が必要と認めた場合、前項に加え、成果物の確認・提示を求めることができるものとする。 

（補助金の交付額の確定） 

第１５条 市長は、前条に規定する実施報告書の提出があったときは、内容について審査を行い、適当

と認める場合は、補助金交付額確定通知書（様式第１３号）により、補助金額及び交付条件を通知す

るものとする。 

（補助金の支払） 

第１６条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を支払うものとする。  

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を市長

に提出しなければならない。 

 (補助金交付決定の取消し等)  

第１７条 市長は、補助金の補助決定事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた

ときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。  

２ 市長は、前項の規定による取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助

金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。  

 (補助金の返還)  

第１８条 補助金の交付を受けた者は、前条による取り消しの通知を受けたときは、速やかに補助金を

返還しなければならない。 

（財産の処分及び管理）  

第１９条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反

して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、その財産が耐用年

数（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）別表第１及び別表第２

に定める耐用年数をいう。）を経過し、又は市長の承認を受けた場合には、この限りでない。  

２ 補助事業者は、補助事業が完了した後も、補助金により取得し、又は効用が増加した財産を善良な

る管理者の注意をもって管理するとともに補助金交付の目的に従ってその効果的運用を図らなければ

ならない。 

（本事業の評価等） 

第２０条 市長は、本事業について検証及び評価を行うため、補助金交付先の中小企業者等に対して必

要に応じて確認等を行うものとし、補助金の交付を受けた者はこれに協力しなければならない。 

（帳票）  

第２１条 第８条に定める福山市日本語学習支援事業補助金交付申請書その他この要綱に定める帳票

は、市長が別に定める様式による。 



 

（その他）  

第２２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、２０２６年（令和８年）６月１日から施行し、同年４月１日以後に行う第４条に規定す

る補助事業について適用する。 


